
人生の最終段階における医療・ケアの
決定プロセスに関するガイドライン勉強会

～11年ぶりの改訂にあたって～

皆さんは厚生労働省からこのようなガイドラインが
出されていることをご存知ですか？

平成19年度版ガイドライン上で「終末期医療」と呼ばれていたものを、
最期まで本人の生き方を尊重し、

医療の提供について検討することが重要と、
平成27年に「人生の最終段階における医療」に

名称変更がなされました。

今回の改定では、さらに医療のみならず
「ケア」という言葉が追加されました。

このような意思決定は医療だけでなくケアの現場でもなされ、
支えるべきとの国からのメッセージでもあると思います。

今回の決定プロセスに関するガイドライン
改定の背景、ポイントについて解説、

ACP（アドバンス・ケア・プランニング）について
皆さんと考える機会を持ちたいと思います。
ぜひお誘いあわせの上ご参加ください。

日 時 2018年6月27日（水）18：00～19：00
場 所 クローバーホスピタル １階リハビリ室
参加費 無料
申込み 電話もしくは裏面の申込用紙をFAXしてください

TEL 0466-22-7163 FAX 0466-22-7112

在宅診療部 石塚 中里

クローバーホスピタル 平穏死を考える会



お問合せ TEL 0466-22-7163 クローバーホスピタル在宅診療部
石塚 ／ 中里


